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210-309頁 ],日 野田浩行 [日 野田 1988年 a][日 野田 1988年 b][日 野田 2000年 ]

らによる精力的な研究がある。 しかし,その他には, 日本の憲法学で,裁判の公

開原則の意義を積極的に論ずる研究は,決 して多 くはない。

他方,民事訴訟法学は,「憲法における裁判の公開原則が,例外をほとんど許

さず,厳格にすぎるために,私人が,営業秘密やプライバシー情報が公開される

ことを恐れて,民事訴訟を提起して権利・利益を実現することを躊躇せざるをえ

ない」旨,鋭い問題提起を行ってきた。そのため,民事訴訟法学は,裁判の公開

原則をめぐって,いかに非公開事由 (憲法82条 2項本文)を広く解釈するか (言い

換えれば,公開原則を制限するか)について,多 くの解釈論上の努力を積み重ねて

きた [伊藤 1993年 a][伊藤 1993年 b][田邊 1992年 a][田 邊 1992年 b][田邊

1993年][田邊 2013年 ][鈴木 1982年 ][中野 2000年 ][中野 2001年 ](1)。

本稿は,こ のような学説の現状に対し,裁判の公開原則の積極的意義を論じよ

うとするものである。

(2)判例・学説における論理の間隙

最高裁判所は,裁判の公開原則の意義について,最大判平成元年 (1989年 )3
月 8日 民集43巻 2号 89頁 (い わゆる法廷メモ訴訟)において,「裁判を一般に公開

して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民

の信頼を確保しようとすることにある」と判示した。

また,憲法学説は,一般に,裁判の公開原則の意義について,端的に,(国民

の監視による)「裁判の公正」の確保のみを挙げる [法学協会編 1954年  1238頁][樋

口ほか 2004年  159頁 〔浦部法穂執筆部分〕][戸松ほか編 2013年  204頁 〔大林啓吾

執筆部分〕]。

しかし,裁判の公開は,裁判の公正に直裁に結び付くわけではない。たとえば,

前近代において,裁判が民衆に公開されていても,その裁判の内容が公正とはい

いがたい場合も多かった。このことは,憲法学説も十分に理解しているであろう。

そうであるとすれば,憲法学説が,裁判の公開と裁判の公正とを結び付けるに際

しては,こ れを媒介するなんらかの論理を,暗黙の前提としているはずである。

(1)松井茂記も,次のように評している。「民事訴訟法学では,プ ライヴアシー保護や営業

秘密保護のため,非訟事件はもちろんのこと訴訟事件についても裁判の非公開を積極的

に認める方向にあると言うことができる。……民事訴訟法関係者の間では裁判の非公開

の拡大は,すでに当り前のことになっていると言ってもよかろう」[松井 1993年 227頁 ]。
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のとおりである。

(1)往  路

①傍聴者が傍聴により,不公正な裁判の情報 鮮U決内容だけでなく,裁判所によ

る訴訟指揮等に関する情報も含まれる。以下同じ)を 了知する。②当該傍聴者が,

裁判の情報を法廷外に伝達する。③法廷外の一般社会で,不公正な裁判の情報が

伝達・共有され,(批判的)世論が喚起される。④不公正な裁判を是正するため,

法律改正等の民主的手続がとられる。⑤裁判所の不公正な裁判が是正され,裁判

が適正化される。

従前の憲法学説は,暗黙のうちに,③からただちに⑤が実現されることを前提

としていたように思われる。現実にはそのような場合もありえようが,憲法が裁

判官の独立を保障している以上 (憲法76条 3項),③からただちに⑤が実現される

と考えることは,憲法解釈上,無理がある。仮に,批判的世論を受けて,裁判の

不公正がただちに是正されることがあるとしても,それは,「 国民が,最終的に

は法律改正等によって,強制的に裁判の不公正を是正することができる」という

強力な制度的担保 (上記④)を背景とするものである。

前近代において,裁判の公開が必ずしも裁判の公正に繋がらなかったのは,公
開裁判を目にする民衆のうち,｀ 選挙や立法を通じて,裁判官の職務遂行に強制的

に影響力を行使することのできる者が限られていたからである。裁判官にとって

は,第三者に裁判を見られていても,当該第三者が自分に影響を及ぼすことがな

ければ,恐れるに足りなかった。

(2)復路と循環構造

上記⑤により裁判の不公正が是正された後,①のとおり,裁判は,あ らためて

一般人による監視にさらされる。このような①ないし⑤,⑤から①に戻り,再び

①ないし⑤,と いう循環構造によって,裁判の公正は実現されるのである。

2 民 主 主 義

この循環構造の大半が,民主過程に属することも重要である。

すなわち,裁判が,(終局的な強制力を背景とした)民主過程による不断の監視・

批判を受ける→民主過程 (に よる批判)が裁判の公正を実現する→民主過程が裁

判の公正を基礎付ける→司法権の民主的正統性が強化される,と いう構造を見逃

すことができない。

最高裁判所判例 (最大判平成元年 〔1989年〕3月 8日 民集43巻 2号89頁。いわゆる

ゴ/θ
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次に検討する。

Ⅲ 民事訴訟手続 における裁判の公開原則の実現

1 裁判の情報へのアクセス困難

現在の民事訴訟実務では,以下のとおり,一般人・傍聴者による裁判の情報ヘ

のアクセスは,ほ とんど確保されていないといっても過言ではない。

2期 日 表

(1)期 日表の内容

一般人が裁判を傍聴しようと思えば,ま ず,裁判所に掲示されている期日表を

見ることになる。通常,裁判所の出入口から入ってすぐのところに,その日に当

該裁判所で実施される日頭弁論期日等のリストが設置されている。また,各法廷

のすぐ外に,その日に当該法廷で実施される日頭弁論期日等のリストが掲出され

ている。

これらの期日表に記載されているのは,たいてい,法廷番号,開始時刻,事件

番号 (た とえば「令和2年 (ワ )第 100号」),事件名 (た とえば「損害賠償請求事件」),

当事者名 (た とえば「原告 山田太郎」「被告 佐藤花子」),手続の種類 (た とえば「弁

論」),裁判官名,及び,裁判所書記官名くらいである。

(2)事 件 名

しかし,事件名から事件の概要を推測することは,非常に困難である。

たとえば,事件名が「損害賠償請求事件」であっても,国家賠償請求事件もあ

れば,交通事故による損害賠償請求事件や,配偶者の不貞行為に基づく損害賠償

請求事件もある。

しかも,当該訴訟における訴訟物が複数の場合 (客観的併合),事件名として明

記されるのは,通常,訴訟物のうちの 1つだけであり,その他の訴訟物は,「等」

として略記される。たとえば,原告が,被告 (勤務先)に より違法に解雇された

と主張して,労働者たる地位確認請求,不法行為に基づく損害賠償請求,及び,

不当利得返還請求を併合して訴訟提起した場合,原告訴訟代理人弁護士は,事件

名として,「地位確認等請求事件」と記載し,裁判所も事件名として,こ れを採

用するであろう。このような場合には,事件名から事件の概要を推測することは,

さらに困難になる。
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ら,傍聴者が,日頭弁論期日におけるやりとりの具体的な内容を理解することは,

ほとんど不可能である。

5 弁論準備手続の濫用

(1)実  態

現在の民事訴訟実務では,当事者双方に訴訟代理人弁護士が就任している場合 ,

第 1回口頭弁論期日 (被告訴訟代理人が第 1回 口頭弁論期日に欠席している場合には,

次に被告訴訟代理人が出席する日頭弁論期日)に て,た だちに弁論準備手続 (民事

訴訟法168条)に付する決定がなされることが非常に多い(7)。

弁論準備手続は原則非公開であるから (民事訴訟法169条 2項),弁論準備手続を,

当事者とは無関係の一般人が傍聴することは,現実には不可能である。そもそも,

弁論準備手続を含め,原則非公開の手続は,裁判所の出入日付近の期日表にも,

法廷の前の期日表にも記載されないから,一般人が弁論準備手続が実施されるこ

とを了知すること自体,現実には不可能である。

民事訴訟法168条 は,弁論準備手続に付する実体的要件として,「争点及び証拠

の整理を行うため必要があると認める」ことを定めている。通常,当事者が,10
2回,主張書面を提出しただけで,それらの主張や証拠を整理する必要があると

は考えがたいが,現在の民事訴訟実務では,弁論準備手続がきわめて頻用されて

いる。

弁論準備手続に付された後,日頭弁論に復帰する前に,訴訟上の和解が成立す

る事件も多数にのぼる。このような訴訟では,公開される手続範囲は,形式的な

やりとりがなされる,1・ 2回の口頭弁論期日のみということになる。

(2)頻用の理由

弁論準備手続の頻用の理由としては,ま ず,裁判官の,裁判手続の公開を避け

ようとする一般的傾向が挙げられる。しかし,それ以上に重要なのは,以下に述

べるような,期 日調整の高度の必要性である。

たとえば,大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所の特定の法廷 (裁判所全体ではない)

に掲載されている期日表には,典型的には,10時に 3・ 4件 ,10時 15分に 2・ 3

件,10時30分に2件 ,11時に 1件,13時に2件,13時 15分に 1件 といったタイム

(6)旧民事訴訟法のもとで,「口頭弁論手続は書面の交換の儀式に堕している」「口頭弁論

が形骸化している」との批判が広く共有されていた [早野 1991年 31頁][小林 1991
年 35-36頁 ]。 現在の民事訴訟実務に対しても,同様の批判が妥当する。

(7)シ ンポジウムにおける,裁判官たる中武由紀らによる発言 [笠井ほか 2018年  7頁 ]。
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などと呼ばれる小規模な部屋か,「 ラウンドテーブル法廷」といわれる,円形のテー

ブル (円卓,ラ ウンドテーブル)が置かれた比較的小規模な部屋で行われる。これ

らの部屋には,裁判官 (場合によっては裁判所書記官も)0訴訟代理人弁護士が入

室・着席する。準備室とラウンドテーブル法廷は,通常の法廷とは離れた場所に

あることが多い (奥 まった場所にあることも多い)。 そのため,傍聴希望者は,通
常の法廷付近には立ち入るが,準備室やラウンドテーブル法廷付近に立ち入るこ

とは,ほ とんどない。

第 1回 口頭弁論期日前に弁論準備手続を付するためには,当事者に異議がない

ことを要するところ (民事訴訟規則60条 1項但書),被告にあらかじめ訴訟代理人

弁護士が就任していないかぎり,裁判所が,第 1回口頭弁論期日前に,被告から,

弁論準備手続に付することについての意向を聴取することは,非常に困難である。

それでも,裁判所が,公開の訴訟手続を経ることを避けたいと考える場合があ

る。そのような場合に,裁判所は,第 1回口頭弁論期日を実施する法廷として,

ラウンドテーブル法廷を指定することがある。この場合,裁判所出入日付近の期

日表には,当該口頭弁論期日と法廷番号が記載されるし,ラ ウンドテーブル法廷

の外にも,当該口頭弁論期日が記載された期日表が掲出される。しかし,傍聴希

望者は,傍聴に慣れていれば慣れているほど,ラ ウンドテーブル法廷で,公開の

訴訟手続が行われない運用を熟知しているため,ラ ウンドテーブル法廷付近に立

ち入ることはない。

このように,意図的に,第 1回 口頭弁論期日をラウンドテーブル法廷に指定し

て,現実に傍聴者が出現しないようにする運用がなされる場合がある。

6 判決言渡しの省略

(1)実  態

「判決期日に判決が言い渡されない場合がある」というのは,多 くの読者にとっ

て,驚 くべき事実であろう。たとえば,2020年 12月 15日 午後 3時に,あ る訴訟の

判決言渡しが予定されているとしよう。上記日時に,判決が言い渡される法廷に

赴いても,裁判官が現れず,当然,判決の言渡しもなされない,と いう場合があ

る。

このような場合があることは,裁判官をはじめとする裁判所職員にとっては,

公然の秘密であるが,弁護士のなかでも,知っている者は多くはないし,裁判所

職員・弁護士以外には,ほ とんど知られていない事実である。
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7 判決内容の了知

下級審判決・決定はもちろん,最高裁判所判決 0決定であっても,裁判所ウェ

ブサイ トにも,民間の判例検索サービスにも掲載されないものが少なくない。

一般人が,判例集や判例検索サービスに掲載されない裁判の内容を知ろうと思

えば,裁判所に対し,訴訟記録の閲覧請求をすることになる (民事訴訟法91条 1項。

なお,利害関係のない一般人は,訴訟記録の 〔閲覧でなく〕謄写を請求することは,そ

もそもできない。民事訴訟法91条 3項 )。

しかし,訴訟記録の閲覧請求をするためには,民事訴訟実務上,最低限,当該

訴訟の事件番号 (た とえば「大阪地方裁判所 令和2年 (ワ )第 100号」)を 閲覧請求

書に記載しなければならないし,当該訴訟の当事者名を,閲覧請求書に記載しな

ければならない裁判所も多い。そのため,事件番号を知らない一般人が,訴訟記

録の閲覧請求をすることは,事実上不可能である。

このように,一般人が,裁判所ウェブサイト,判例集ないし (民間の)判例検

索サービスに掲載されない訴訟の内容を知ることは,事実上不可能である。

8 判決文の体裁

特に上訴審判決の判決文は,当事者以外には非常に分かりにくい場合が少なく

ない。

たとえば,最三小判平成31年 (2019年 )2月 19日 民集73巻 2号 187頁 は,実務

上の影響が非常に大きい判例であるところ,その原審に当たる東京高判平成29年

(2017年 )4月 27日 (東京高等裁判所 平成28年 〔2016年 〕(ネ )第 5842号  損害賠償

請求控訴事件)か ら一部を抜粋すると,以下のとおりである。

「第 3 当裁判所の判断

1 当裁判所も,被控訴人の本件請求は,198万 円及びこれに対する平成27年 2

月25日 から支払済みまで年 5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があ

ると判断する。その理由は,次のとおり補正し,次項に当審における当事者の主

張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第 3の 1ないし4

に記載のとおりであるから,こ れを引用する。

(1)原判決 7頁20行 日の「被告」から同 8頁 2行 日末尾までを次のとおり改める。

/「控訴人及びA各作成の陳述書 (乙 2,3)に は・…・・」

(2)同 8頁 10行 日の「単に」から同頁12行 日の「主張する」までを「本件不貞行

為が原因で……慰謝料の支払を求める」と改める。

(3)同 8頁21行 日の「初めて」を削る。」
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V終 わ り に

本稿では,憲法における裁判の公開原則の意義について,民主過程の循環構造

によって,裁判の公正と司法の民主的正統性が確保される点にあることを論じた。

そのうえで,裁判の公開原則にとって,一般人が裁判の情報に現実にアクセス可

能であることが重要であると論じ,民事訴訟実務では,そのようなアクセス可能

性が大きく阻害されていることを,具体例を挙げつつ論じた。

筆者としては,本稿を契機として,憲法学説が,訴訟実務により多くの注意を

払うようになることを願っている。

(引用文献リスト〉
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